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所得税・市県民税の申告期です
３月 １５日 まで に す ませ まし よう

昭和51年度市、県民税の申告相談の日程は別表のとおりです。この申告を

し なけ れば な ら ない 人 は 次に 該 当 する 人 で す。

1｡一般の人の場合
①昨年中（昭和50年１月１日から12月31

日 ま で） に 、 所 得 があ っ た 人。

②純 損失 、 雑 損 失 の 控除 の適 用 を うけ よ

うと す る人 。

2｡給与所得 者の場合
① 給 与所 得 の ほ か に 所 得 （ 農業 所 得 、 地

代 家 賃 、 利 子 、配 当な どの 収 入 ） が あ

っ た人

② 勤務 先 か ら 給 与 支払 報 告 書 の 提 出 が な

い 人

③ 雑 損 控除 、医 療 費 控 除 の 適 用 を う け よ

うと す る入っ

○ ただし、所得税の確定申告書を提出した
人（該当する人には税務署から確定申告
に必要な書類が送付されます）は、市県
民税申告書を提出したものとみなされま
すので提出の必要はありません。

市、県民税の申告をしなければならない
人は、区長を通じてお配りしました申告の
説明書をよくお読みになったうえ、自分が
住んでおられる地区の指定日に正しい申告
をしていただきますようお願いします。

な お 、 こ の こ と に つい てお わか りに な ら

な い こ と が あ り まし た ら、 ご 邑 慮 な く 下 記

へ お 問 い 合わ せく だ さい 。

長 門 市 役所 税 務 課 市民 税 係

ちょっとお確 かめ を
区 長 を 通 じ て 封 筒 入申 告 書 「 三税 （ 国 、

県 、 市 ） 共 同 納 税 相談 を 受 け ら れ る 人」 を

配 ら れ た人 の 申 告 日 は封 筒 の中 に 入 っ て い

る文 書（ チラ シ） に 記 載し てあ り ます か ら

その相談日をよくお確かめになるようご注

意願 い ま す。

T  E L  D 2 １ １ １　 内 線 ２ ８ １昭和51年度　市県民税申告相談の日程

月 日 曜 場　　 所 対　象　 地　区

2  , 16

17
18

19

20

2t

22

23

24

25
26

27
〃

月

火
水

木
金

土

日

月

火

水

木

金
〃

俵 山 農 協
〃

俵 山 支所

〃

〃

仙 崎 支所

〃

〃

〃

大 畑小 学 校
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湯 本 温 泉組 合２ 階
大峠区長宅

上 政 、上 安 田 、下 安田

湯 町 、 七 重
小 原、 木 津

郷 、黒 川

大羽 山、 そ の 他 指定 日に 申 告 で き

な かっ た人
栄 町 、 洲崎 町 、 新 町 、 新 開 町 、

青 海
南 町 、 幸 町 、新 屋敷 町 、 鳥 越町 、

大 日 比
祇園町、旭町、錦町、大泊

本 町 、 北 本 町 、 今浦 町 、 鍛 治 屋 町

中 新 町
真木、渋木中区、坂水

渋木１、２、３区、山小根

門前、湯本、三ノ瀬

大 峠
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白 方 公 民 館

中 央 公 民 館 資 料 室
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通　 支 所
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湊　 漁 協

中 央 公 民 館 資 料 室

〃

白 方 １ 、 ２、 ３ 区

田 屋 、 湊 １ 東 、 １ 西 、 ２ ．３区､　中 央 区

駅 前区 、鉄 道 区
緑ヶ丘、藤中、江良、上郷、下郷

後ヶ 迫 、上 の原 、 開 作 、 境 川 、上 川 西

殿台 、大 河内 、 小 河 内 、 河原

板 持 １ 、 ２ 、 ３ 、 ４区 、 中 山

正明 市 １ 、２ 、 ３ 、 ４ 、 ５区 、下 川 西
通　１、２、３、４、５区

通　 ６ 、 ７ 、 ８ 、 ９区

通　10 、11 、12 、13区
通　14 、15 、16区

湊　 漁 協組 合 員

指定 日 に 中 告 で きな かっ た人

〃

（ 注 ）時 間は 、い づ れ も９ 時 ３ ０ 分 か ら１ ６ 時 ０ ０ 分 ま で
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